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公 告■

群馬県人事行政の運営等の状況の公表に関する条例（平成１７年群馬県条例第９号）第６条の規定により、群馬

県の人事行政の運営等の状況について次のとおり公表します。

令和元年９月２７日

群馬県知事 山 本 一 太

群馬県の人事行政の運営等の状況の公表

第１ 職員の任免及び職員数に関する状況（平成３０年度）

１ 採用者数の状況

区 分 競争試験 選考考査 合 計

知事部局等 85 111 196

企 業 局 12 7 19

病 院 局 1 79 80

教育委員会 29 396 425

警 察 152 48 200

合 計 279 641 920

※知事部局等 知事部局、議会事務局、人事委員会事務局、監査委員事務局及び労働委員会事務局に勤務する職

員をいう。

２ 退職者数の状況

区 分 定 年 勧 奨 普 通 その他 合 計

知事部局等 115 18 98 14 245

企 業 局 7 0 0 0 7

病 院 局 14 8 31 13 66

教育委員会 504 83 67 148 802

警 察 86 10 74 22 192

合 計 726 119 270 197 1,312

第２ 職員の人事評価の状況（令和元年度）

区 分 概 要

知事部局等 ○能力評価・・・日常の業務遂行やプロセスの中で、評価項目に挙げる期待行動が持続
企 業 局 的にとられているかどうかを通じ、発揮した能力の有無や度合いを評価
病 院 局 ・評 価 基 準 日 令和元年１２月１日
教育委員会 ・評 価 期 間 平成３１年４月１日から令和２年３月３１日まで
（教職員を除 ○業績評価・・・期待行動（能力）を通じ、挙げた業績の有無や度合いを評価・目標管
く。） 理制度を用いて実施
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教育委員会 ○能力評価・・・評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職員が職務遂行の過程で発揮
（教職員のみ） した能力を評価

・評 価 基 準 日 令和２年２月１日
・評 価 期 間 平成３１年４月１日から令和２年３月３１日まで

○業績評価・・・職員が設定した目標の達成状況及び取組状況を評価

警 察 ○能力評価・・・評価項目に照らし、職員が職務遂行中に発揮した能力の程度を評価
・評 価 基 準 日 令和元年１２月１日
・評 価 期 間 平成３１年４月１日から令和２年３月３１日まで

○業績評価・・・職員が設定した目標の達成状況及び取組状況を評価
・評 価 期 間 平成３１年４月１日から同年９月３０日まで
・評 価 期 間 令和元年１０月１日から令和２年３月３１日まで

第３ 職員の給与の状況

１ 総括

(1) 人件費の状況（普通会計決算）

区 分 住民基本台帳人口 歳 出 額
実質収支

人 件 費 人件費率 （参考）
（３１年１月１日） (A) (B) (B)/(A) ２９年度の人件費率

３０年度 人 千円 千円 千円 ％ ％
1,981,202 717,972,156 3,510,368 220,830,941 30.8 30.9

(2) 職員給与費の状況（普通会計決算）

職員数
給 与 費 (参考)一人当 (参考)都道府

区 分 たり給与費 県平均一人当
(A)

給 料 職員手当 期末・勤勉手当 計(B) (B)/(A) たり給与費

３０年度 人 千円 千円 千円 千円 千円 千円
22,629 102,269,800 18,217,982 40,873,362 161,361,144 7,131 7,174

（注）１ 職員手当には、退職手当を含まない。

２ 職員数及び都道府県平均一人当たり給与費は、平成３０年４月１日現在の人数及び金額である。

３ 一人当たり給与費は、人件費の決算額を正規職員数で除して算出したものであるが、人件費には再

任用短時間勤務職員や学校の臨時的任用職員分の給与も含まれている（※職員数にはこれらの職員は

含まれない）ことなどから、いわゆる平均給与額（年収）を示すものではない。

(3) ラスパイレス指数等の状況

①ラスパイレス指数の状況



4

令和元年９月２７日（金） 群 馬 県 報 号 外 （第５号）

※ 括弧書きは、地域手当補正後のラスパイレス指数

（注）１ ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するため、国

の職員数（構成）を用いて、学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職俸給表（一）適用

職員の俸給月額を１００として計算した指数であるが、ラスパイレス指数はあくまでも給料月額（基

本給）のみを基礎として算出されるものであり、毎月支払われる諸手当については除かれた給与比較

指標である。

２ 括弧書きの数値は、地域手当補正後ラスパイレス指数を指す。地域手当補正後ラスパイレス指数と

は、地域手当を加味した地域における国家公務員と地方公務員の給与水準を比較するため、地域手当

の支給率を用いて補正したラスパイレス指数。（補正前のラスパイレス指数×（１+本県の地域手当支

給率）／（１+国の指定基準に基づく地域手当支給率）により算出。）

３ 「指定職含む」の値は、比較している国家公務員の人員及び給料水準について、行政職俸給表

（一）適用職員の他に指定職俸給表適用職員を合算し、ラスパイレス指数を算出した場合の値である。

※ 指定職俸給表適用職員（国における本府省の部長等以上の官職を占める職員）はラスパイレス指

数の比較における国家公務員の人員及び給料水準の算定基礎には含まれない。一方で、地方公共団

体については部長等を含む全ての一般行政職を算定基礎としてラスパイレス指数を算出しているこ

とから、指定職俸給表適用職員を算定基礎に含めて試算したものである。

（参考）国の指定職俸給表の俸給月額（平成３０年度）

１号俸の俸給月額 最高号俸の俸給月額

706,000円 1,175,000円

※平成３０年４月１日のラスパイレス指数が、１００を超えている理由等

・昇給日が異なる（国：１月１日 本県：４月１日）ことに加え、職員構成の違い等が影響していると考

えている。
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②平均給与月額（一般行政職）の状況

（注）１ 「平均給与月額（国比較ベース）」は、国家公務員の時間外勤務手当、特殊勤務手当等の支給額

が非公表であることから、比較のため、国家公務員と同じベース（＝時間外勤務手当等を除いたも

の）で算出した平均給与月額（給料月額と諸手当の合計）である。

２ 平均給与月額については、「２ 職員の平均給与月額、初任給等の状況」を参照のこと。

(4) 給与改定の状況

①月例給

人事委員会の勧告

区 分 給与改定率
(参考)

民間給与 公務員給与 較差 勧告 国の改定率
(A) (B) (A)－(B) （改定率）

３０年度 円 円 612 円
375,909 375,297 (0.16 ％) 0.15 ％ 0.15 ％ 0.16 ％

（注） 「民間給与」及び「公務員給与」は、人事委員会勧告において公民の４月分の給与額をラスパイ

レス比較した平均給与月額である。

②特別給（期末・勤勉手当）

人事委員会の勧告
(参考)

区 分 年間支給月数 国の年間
民間の支給 公務員の 較差 勧告

支給月数
割合(A) 支給月数(B) (A)－(B) (改定月数)

３０年度 月 月 月 月 月 月
4.45 4.40 0.05 0.05 4.45 4.45

（注） 「民間の支給割合」は民間事業所で支払われた賞与等の特別給の年間支給割合、「公務員の支給

月数」は期末手当及び勤勉手当の年間支給月数である。
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(5) 給与制度の総合的見直しの実施状況について

【概要】国の給与制度の総合的見直しにおいては、俸給表の水準の平均２％の引下げ及び地域手当の支

給割合の見直し等に取り組むとされている。

①給料表の見直し

（給料表の改定実施時期）平成２８年４月１日

（内容）国の見直し内容を踏まえ、行政職給料表の給与月額を平均２％（最大４％程度）の引下げ。激

変緩和のため、平成３０年３月３１日まで経過措置（現給保障）を実施。他の給料表については、行

政職給料表との均衡を踏まえて見直しを実施。

②地域手当の見直し

（支給割合）県内一律２．５％を支給

（実施時期）平成２８年４月１日

２ 職員の平均給与月額、初任給等の状況

(1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成３０年４月１日現在）

①一般行政職

区 分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額
平均給与月額

（国比較ベース）

群馬県 43.7 歳 336,797 円 405,821 円 369,306 円

国 43.5 歳 329,845 円 － 410,940 円

都道府県平均 43.1 歳 327,050 円 413,909 円 369,953 円

②技能労務職

公 務 員

区 分
平均年齢 職員数 平均給料月額

平均給与月額 平均給与月額
(A) （国比較ベース）

群馬県 52.5 歳 80 人 342,899 円 371,652 円 362,714 円

うち学校給食員 － 9 人 342,133 円 364,885 円 355,184 円

うち用務員 － 63 人 346,533 円 375,823 円 367,861 円

国 50.7 歳 2,553 人 286,817 円 － 328,637 円

都道府県平均 52.9 歳 210 人 324,106 円 379,720 円 357,326 円

民 間 参 考

区 分
対応する民間の類似職種 平均年齢

平均給与月額
(A)／(B)

(B)
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群馬県 － － － －

うち学校給食員 調理士 43.3 歳 254,100 円 1.4

うち用務員 用務員 55.6 歳 207,200 円 1.8

国 － － － －

都道府県平均 － － － －

参 考

区 分
年収ベース（試算値）の比較

公務員 民 間
(C)／(D)

(C) (D)

群馬県 － － －

うち学校給食員 5,997,320 円 3,392,600 円 1.8

うち用務員 6,199,976 円 2,808,700 円 2.2

※ 民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータ（企業規模１０人以上、短時間労働

者を除く常用労働者について集計したもの）を使用している（平成２７年度から平成２９年度までの３か年

平均）。

※ 民間データのうち群馬県「うち用務員」の数値は、全国計のデータである。

※ 「常用労働者」とは、「期間を定めずに雇われている労働者」及び「１か月を超える期間を定めて雇われ

ている労働者」並びに「日々又は１か月以内の期間を定めて雇われている労働者のうち、４月及び５月にそ

れぞれ１８日以上雇用された労働者」を含むものである。

※ 技能労務職の職種と民間の職種等の比較に当たり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全に一致

しているものではない。

※ 年収ベースの「公務員(C)」及び「民間(D)」のデータは、それぞれ平均給与月額（公務員においては、平

成３０年４月１日現在）を１２倍したものに、公務員においては前年度に支給された期末・勤勉手当、民間

においては前年に支給された年間賞与の額を加えた試算値である。

※ 職員数が３人以上の主な職種について記載している。

③高等（特別支援・専修・各種）学校教育職

区 分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額

群馬県 45.3 歳 385,500 円 438,273 円

都道府県平均 44.8 歳 375,279 円 440,397 円

④小・中学校（幼稚園）教育職

区 分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額

群馬県 44.1 歳 368,600 円 411,159 円
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都道府県平均 43.0 歳 361,178 円 419,034 円

⑤警察職

区 分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額
平均給与月額
（国ベース）

群馬県 38.0 歳 317,008 円 423,224 円 342,895 円

国 41.3 歳 317,397 円 － 374,941 円

都道府県平均 38.4 歳 320,732 円 456,228 円 368,727 円

（注）１ 職員の平均年齢、職員数、平均給料月額、平均給与月額及び平均給与月額（国ベース）については、

平成３０年４月１日現在のものである。

２ 「平均給料月額」とは、各職種ごとの職員の基本給の平均である。

３ 「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手

当等の全ての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされてい

るものである。

また、「平均給与月額（国比較ベース）」は、比較のため、国家公務員と同じベース（＝時間外勤

務手当等を除いたもの）で算出している。

(2) 職員の初任給の状況（平成３１年４月１日現在）

区 分 群 馬 県 国

一般行政職 大 学 卒 185,700 円 179,200 円

高 校 卒 151,900 円 147,100 円

技能労務職 高 校 卒 147,500 円 －

中 学 卒 － －

高等学校教育職 大 学 卒 207,300 円 －

短 大 卒 181,700 円 －

小・中学校教育職 大 学 卒 207,300 円 －

短 大 卒 184,500 円 －

警 察 職 大 学 卒 212,200 円 208,000 円

高 校 卒 180,000 円 169,500 円

(3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成３０年４月１日現在）

区 分 経験年数１０年 経験年数２０年 経験年数２５年 経験年数３０年

一般行政職 大 学 卒 283,527 円 362,797 円 384,155 円 402,939 円

高 校 卒 228,127 円 316,818 円 348,524 円 373,532 円
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技能労務職 高 校 卒 － － － (29年)348,020 円

中 学 卒 － － － －

高 等 学 校 大 学 卒 293,229 円 387,979 円 409,964 円 419,850 円

教 育 職 短 大 卒 － － 350,383 円 －

小・中学校 大 学 卒 296,392 円 380,015 円 400,063 円 407,585 円

教 育 職 短 大 卒 － － 385,717 円 399,391 円

警 察 職 大 学 卒 284,279 円 386,948 円 403,247 円 418,853 円

高 校 卒 258,202 円 358,470 円 390,212 円 405,092 円

（注） 該当職員が５人以下の区分については、記載なし（近似の経験年数も同様）。

３ 一般行政職の級別職員数等の状況

(1) 一般行政職の級別職員数及び給料表の状況（平成３１年４月１日現在）

区 分 標準的な職務内容 職員数 構成比 １号給の給料月額 最高号給の給料月額

１ 級 主事、技師 449 人 9.7 ％ 144,100 円 247,600 円

２ 級 主事、技師 564 人 12.2 ％ 194,000 円 304,200 円

３ 級 主任、副主幹 963 人 20.8 ％ 230,000 円 350,000 円

４ 級 主幹、係長 530 人 11.4 ％ 263,000 円 381,000 円

５ 級 補佐 1,206 人 26.0 ％ 288,900 円 393,000 円

６ 級 次長 722 人 15.6 ％ 319,200 円 410,200 円

７ 級 課長 162 人 3.5 ％ 362,900 円 444,900 円

８ 級 局長 29 人 0.6 ％ 408,100 円 468,600 円

９ 級 部長 14 人 0.3 ％ 458,400 円 527,500 円

（注）１ 群馬県職員の給与に関する条例（昭和２６年群馬県条例第５５号）に基づく給料表の級区分による

職員数である。

２ 標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。
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(2)国との給料表カーブ比較表（行政職（一））
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令和元年９月２７日（金） 群 馬 県 報 号 外 （第５号）

(3) 昇給への人事評価の活用状況

平成30年4月2日から平成31年4月1日 管 理 職 員 一 般 職 員

までにおける運用

イ 人事評価を活用している ○ ○

活用している昇給区分 昇給可能 昇給実績が 昇給可能 昇給実績

な区分 ある区分 な区分 がある区分

上位、標準、下位の区分 ○ ○ － －

上位、標準の区分 － － － －

標準、下位の区分 － － ○ ○

標準の区分のみ（一律） － － － －

ロ 人事評価を活用していない － －

活用予定時期 － －

４ 職員の手当の状況

(1) 期末手当・勤勉手当

群 馬 県 国

一人当たり平均支給額（３０年度） －
1,820 千円

（３０年度支給割合） （３０年度支給割合）
期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当

2.6 月分 1.85 月分 2.6 月分 1.85 月分
（ 1.45 ） （ 0.9 ） （ 1.45 ） （ 0.9 ）

（加算措置の状況） （加算措置の状況）
職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

役職加算 ５～20％ 役職加算 ５～20％
管理監督者加算 10～25％ 管理監督者加算 10～25％

（注） 括弧書きは、再任用職員に係る支給割合である。

【参考】勤勉手当への人事評価の活用状況（一般行政職）

平成30年度中における運用 管 理 職 員 一 般 職 員

イ 人事評価を活用している ○ ○

活用している成績率 支給可能な 支給実績が 支給可能な 支給実績が

成績率 ある成績率 成績率 ある成績率

上位、標準、下位の成績率 ○ ○ ○ ○

上位、標準の成績率 － － － －

標準、下位の成績率 － － － －

標準の成績率のみ（一律） － －

ロ 人事評価を活用していない － －

活用予定時期 － －
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(2) 退職手当（平成３１年４月１日現在）

群 馬 県 国

（支給率） 自己都合 勧奨・定年 （支給率） 自己都合 勧奨・定年
勤続２０年 19.6695 月分 24.586875 月分 勤続２０年 19.6695 月分 24.586875 月分
勤続２５年 28.0395 月分 33.27075 月分 勤続２５年 28.0395 月分 33.27075 月分
勤続３５年 39.7575 月分 47.709 月分 勤続３５年 39.7575 月分 47.709 月分
最高限度額 47.709 月分 47.709 月分 最高限度額 47.709 月分 47.709 月分
その他の加算措置 その他の加算措置

定年前早期退職特例措置（２～20％加算） 定年前早期退職特例措置（２～45％加算）
一人当たり平均支給額

273 千円 22,364 千円

（注） 退職手当の一人当たり平均支給額は、平成３０年度に退職した職員に支給された平均額である。

(3) 地域手当（平成３１年４月１日現在）

支給実績（３０年度決算） 2,650,080 千円

支給職員一人当たり平均支給年額（３０年度決算） 117,162 円

支給対象地域 支給率 支給率（国の制度） 支給対象職員数

東京都特別区 20 ％ 20 ％ 21 人
（25 人）

大阪府大阪市 16 ％ 16 ％ 2 人
（2 人）

埼玉県さいたま市 15 ％ 15 ％ 1 人

（1 人）

上記以外の県外市町村 － － 11 人
（16 人）

群馬県高崎市 2.5 ％ 6 ％ 436 人
（3,464 人）

群馬県前橋市、太田市 2.5 ％ 3 ％ 2,873 人
（8,953 人）

群馬県渋川市 2.5 ％ 3 ％ 136 人
（918 人）

上記以外の県内市町村 2.5 ％ 0 ％ 1,201 人
（9,273 人）

医師・歯科医師 16 ％ 16 ％ （23 人）

平均支給率 2.5 ％ 2.5 ％ －
（2.3 ％）

（注）１ 「支給対象職員数」のうち、上段は一般行政職の職員数、下段括弧書内は全職種の職員数である。

２ 「支給率」の欄の平均支給率は、支給対象職員に対し本県の支給率で支給した場合の加重平均の支

給率である。また、「支給率（国の制度）」の欄の平均支給率は、支給対象職員（上段、下段の別は
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それぞれ平均支給率の別に同じ）に対し国の率で支給したと仮定した場合の加重平均の支給率である。

(4) 特殊勤務手当（平成３１年４月１日現在）

支給実績（３０年度決算） 1,355,021 千円

支給職員一人当たり平均支給年額（３０年度決算） 159,208 円

職員全体に占める手当支給職員の割合（３０年度） 37.6 ％

手当の種類（手当数） 48

手当の名称 主な支給対象職員及び支給対象業務 左記職員に対する支給単価

税務手当 ①県税の賦課徴収に従事する行政県税事務所等職員（② （月額）
を除く。） 12,300円～18,000円

②県税の賦課徴収に従事する行政県税事務所等職員(管 （日額） 410円～480円
理職員)

③県税の賦課徴収に従事する行政県税事務所等以外の職 （日額） 860円
員

教育指導手当 ①実技による教育訓練の指導に従事する消防学校職員 （日額） 280円又は380円

②職業訓練の指導に従事する産業技術専門校の職業訓練 （月額）
指導員 給料月額の４％又は10％

（上限30,000円）
③農林業技術に関する教育又は研修に従事する農林大学

校の普及指導員等

社会福祉業務手 福祉に関する業務に従事する保健福祉事務所等職員 （日額） 220円～430円
当

防疫等作業手当 感染症又は家畜伝染病に係る防疫作業等に従事する職員 （日額） 290円～760円

精神保健業務手 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく立会 （日額） 600円
当 い等の業務に従事する職員

夜間看護等手当 深夜に行う看護、介護等業務に従事するしろがね学園職 （勤務１回）
員 2,400円～3,700円

犬等取扱作業手 犬等の捕獲・処理等の業務に従事する職員 （日額） 400円
当

環境衛生検査等 し尿処理施設等の立入検査等の業務に従事する職員 （日額） 250円又は650円
業務手当

種雄豚等取扱手 種雄豚の自然交配等に係る業務に従事する畜産試験場又 （日額） 230円又は270円
当 は浅間家畜育成牧場職員

獣医師業務手当 ①家畜に関する試験研究等業務に従事する畜産試験場又 （月額）
は浅間家畜育成牧場の獣医師 11,000円又は12,000円

②ＢＳＥ検査のための検体採材業務に従事する職員 （日額） 1,350円又は760円

繭糸技術業務手 繭糸に関する煮繭等の業務に従事する職員 （日額） 150円又は200円
当

特殊自動車運転 特殊自動車を運転する業務に従事する職員 （日額） 280円又は420円
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業務手当

爆発物等取扱手 火薬類の製造施設等の保安検査等に従事する職員 （日額） 230円又は290円
当

用地取得等交渉 用地取得等に関する業務に従事する職員 （日額） 650円又は700円
業務手当

特殊現場業務手 ①高所、深所等での検査、監視等業務に従事する職員 （日額） 200円～600円
当

②自然解説に関する業務に従事する職員 （月額） 給料月額の12％

航空業務手当 航空機の搭乗に関する業務に従事する職員 （１時間） 1,900円

夜間特殊業務手 深夜に行われる業務に従事する交替制勤務職員 （勤務１回）
当 730円又は1,100円

兼務手当 正規の勤務時間外において昼間又は夜間の課程の職員が （授業１時間）
別の課程の授業に従事する場合 1,730円又は1,860円

産業教育実習手 正規の勤務時間外において産業教育実習に関する特殊業 （勤務１回）
当 務に従事する職員 2,450円又は4,900円

通信教育手当 正規の勤務時間外において通信教育の添削又は面接指導 （レポート１枚） 186円
業務に従事する職員 （授業１時間） 1,860円

入学者選抜手当 正規の勤務時間外において入学選抜に関する業務に従事 （１時間） 600円
する職員

夜間課程本務手 夜間課程を本務とする職員（教育職員を除く。） （日額） 250円
当

非常災害時等緊 週休日等において学校の管理下において行う非常災害時 （日額）7,500円～16,000円
急業務手当 等の緊急業務に従事する職員

修学旅行等指導 泊を伴う修学旅行等で児童生徒を引率して行う指導業務 （日額） 5,100円
業務手当 に従事する職員

対外運動競技等 泊を伴うもの又は週休日等における運動競技等で児童生 （日額） 5,100円
指導業務手当 徒を引率して行う指導業務に従事する職員

部活動指導業務 週休日等の部活動指導業務に従事する職員 （日額） 2,700円
手当

有害物取扱手当 毒物等を取り扱う農業学科の実習業務に従事する職員 （日額） 230円

教育業務連絡指 主任等として教務等に関する業務についての連絡調整・ （日額） 200円
導手当 指導助言に当たる職務の者が担当業務に従事した場合

多学年学級担当 小・中学校の２以上の学年をもって編成した学級を担当 （日額） 290円（2学年）
手当 する職員が授業・指導業務に従事する場合 350円（3学年）

他校兼務手当 本務として勤務する学校以外の学校に勤務する職員 （日額） 500円

刑事作業手当 私服で犯罪の捜査、被疑者の逮捕等の業務に従事する職 （日額） 520円
員

鑑識作業手当 鑑識、鑑定、図化等の業務に従事する職員 （日額） 300円又は520円

交通取締用自動 交通取締用の自動車等の運転業務に従事する職員 （日額） 390円又は520円
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車等運転手当

看守作業手当 留置人の看守業務又は被疑者の護送の作業に従事する職 （日額） 200円又は340円
員

爆発物取扱等作 ①火薬類の製造施設等の立入検査等に従事する職員 （日額） 290円
業手当

②特殊危険物質等に対して行う鑑識等の作業に従事する （日額） 4,600円
職員

③特殊危険物質による被害の危険がある区域内において （日額） 250円
行う作業に従事する職員

④特殊危険物質の製造過程を解明するための実験に従事 （日額） 460円
する職員

死体処理手当 死体の取扱等作業に従事する職員 （死体１体）
1,600円又は3,200円

交通捜査等作業 交通事故、交通違反等の捜査業務等に従事する職員 （日額） 310円～570円
手当

警ら手当 警ら作業に従事する職員 （日額） 300円

夜間特殊業務手 深夜に行われる業務に従事する交替制勤務職員 （勤務１回）
当 730円又は1,100円

青少年補導手当 青少年の非行防止のための街頭補導業務に従事する職員 （日額） 280円

爆弾処理手当 爆発物の識別、運搬、解体等の処理業務に従事する職員 （処理１件） 4,600円

遭難救助手当 ①山岳遭難者の捜索救助の業務又は重大な災害における （日額） 500円～4,600円
災害警備、遭難救助等の業務に従事する職員

②東日本大震災、特定大規模災害に係る作業に従事する （日額） 660円～40,000円
職員

緊急呼出業務手 突発的事件等の処理業務のため正規の勤務時間外に緊急 （勤務１回） 1,240円
当 呼出しにより勤務を命じられ、当該業務に従事する職員

潜水作業手当 潜水器具を着用して潜水業務に従事する職員 （日額） 500円

航空作業手当 ①航空機の整備作業を行う業務に従事する職員 （日額） 1,050円

②航空機の操縦作業、搭乗して行う捜索等の業務に従事 （１時間）
する職員 1,900円～6,630円

③飛行中の航空機からの降下作業業務に従事する職員 （日額） 500円又は870円

核物質輸送警備 核物質輸送車両を先導し、又は追従する警備業務に従事 （日額） 640円
手当 する職員

身辺警護等作業 皇族の側近警備等業務に従事する職員 （日額） 640円又は1,150円
手当

銃器犯罪捜査従 防弾装備を着装し、武器を携行して行う犯人逮捕等の業 （日額） 260円～1,640円
事手当 務に従事する職員

(5) 時間外勤務手当
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支給実績（３０年度決算） 3,221,241 千円

職員一人当たり平均支給年額（３０年度決算） 383 千円

支給実績（２９年度決算） 3,234,681 千円

職員一人当たり平均支給年額（２９年度決算） 383 千円

（注） 職員一人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（○年度決算）」と同じ年度の４月

１日現在の総職員数（管理職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除

く。）であり、短時間勤務職員を含む。

(6) その他の手当（平成３１年４月１日現在）

国の制度 国の制度と 支給実績
支給職員一人

手 当 名 内容及び支給単価
当たり

との異同 異なる内容 (３０年度決算)
平均支給年額

(３０年度決算)

扶養手当 扶養親族のある職員に支給 同じ － 千円 円
１ 配偶者 3,500～6,500円 2,435,140 259,915
２ 子 10,000円
３ その他の扶養親族 3,500～6,500円
４ 特定年齢にある子 一人5,000円加算

住居手当 自ら居住するための住居を借り受け家賃 同じ － 千円 円
を支払っている職員に支給 1,198,143 322,341
・家賃の額に応じて支給

（上限27,000円）
※家賃12,000円を超える場合に限る。

通勤手当 通勤に要する費用を直接負担している職 異なる 千円 円
員に支給 1,964,695 93,628

１ 交通機関を利用する場合 国は、55,000
運賃等相当額を全額支給 円を限度に全

額支給

２ 交通用具を利用する場合 国は、使用距
使用距離に応じて支給 離に応じて
（例) 自動車で通勤した場合 2,000円～

・10km ･･････ 6,500円 31,600円
・15km ･･･････9,180円
・20km ･･････12,140円

単身赴任手 異動等に伴って住居を移転し、やむを得 同じ － 千円 円
当 ず配偶者と別居し単身で生活することが 36,752 437,524

常況となった職員に支給
１ 基礎額 30,000円
２ 加算額 8,000円～70,000円

※交通距離に応じて加算

管理職手当 管理又は監督の地位にある職員のうち、 一部異 国は、 千円 円
人事委員会の指定する職に在職する職員 なる 46,300円～ 1,420,000 694,037
に支給 139,300円
・給料表別・職務の級別・管理職手当の

区分別に定められた定額

令和元年９月２７日（金） 群 馬 県 報 号 外 （第５号）
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42,100円～128,900円

初任給調整 採用による欠員の補充が困難と認められ 同じ － 千円 円
手当 る職員に支給 57,533 2,739,667

１ 医療職給料表（一）の適用を受ける
医師及び歯科医師

採用からの経験年数に応じ
49,100円～308,600円

特地勤務手 生活に著しく不便な地に所在する公署に 同じ － 千円 円
当 勤務する職員に支給 9,425 114,939

・（給料月額＋扶養手当月額）
×支給割合（４～８％）

特地勤務手 特地公署等に異動した職員等のうち異動 千円 円
当に準ずる に伴って住居を移転した者に異動から３ 1,132 33,284
手当 ～６年間支給

・(異動時等の給料月額＋扶養手当月額)
×支給割合（２～５％）

夜間勤務手 正規の勤務時間として深夜（午後１０時 同じ － 千円 円
当 から翌午前５時まで）に勤務した職員に 198,429 150,782

支給
・勤務１時間当たり給与額×25％

×勤務時間数

休日勤務手 休日及び年末年始の休日に正規の勤務時 同じ － 千円 円
当 間中に勤務した職員に支給 690,881 330,249

・勤務１時間当たり給与額
×135～150％×勤務時間数

宿日直手当 宿日直を命じられた職員が勤務した場合 一部異 千円 円
に支給 なる 678,684 335,318

１ 一般の宿日直勤務 5,500円 国は､4,200円

２ 特殊業務の宿日直 国は､5,900円
(1) 教育機関施設等の生活指導

6,100円

(2) 警察の当直勤務 7,200円

(3) 医師・歯科医師の当直勤務
21,000円

管理職員特 管理職手当の支給される職員が臨時又は 一部異 ・国は、 千円 円
別勤務手当 緊急その他公務運営の必要により週休日 なる 6,000円～ 22,705 22,525

等に勤務した場合に支給 12,000円
・週休日等

勤務１回につき2,600円～18,000円
・平日深夜

勤務１回につき1,300円～6,000円

農林漁業普 農林漁業の普及指導に従事する職員に支 千円 円
及指導手当 給 37,598 300,784

・給料の月額×７％

寒冷地手当 寒冷地に在勤する職員に支給 一部異 ・国では、本 千円 円
なる 県の１～３級 66,459 35,808

１ 世帯主である職員（支給地域内に居 地が４級地と

令和元年９月２７日（金） 群 馬 県 報 号 外 （第５号）
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住） なり、手当額
(1) 扶養親族のある職員 は17,800円、

１級地 17,800円 10,200円、7,
２級地 11,860円 360円のいず
３級地 8,900円 れかを支給

(2) その他の世帯主である職員
１級地 10,200円 ・国は、支給
２級地 6,800円 地域内への居
３級地 5,100円 住を支給要件

２ その他の職員 としていな
１級地 7,360円 い。
２級地 4,900円
３級地 3,680円 ・支給地域が

一部異なる。

災害派遣手 他の地方公共団体等から災害応急対策又 千円 円
当 は災害復旧のため派遣された職員に支給 － －

・宿泊施設、滞在期間に応じて
3,970円～6,620円

武力攻撃災 他の地方公共団体等から国民保護の措置 千円 円
害等派遣手 を実施するため派遣された職員に支給 － －
当 ・宿泊施設、滞在期間に応じて

3,970円～6,620円

任期付研究 特に顕著な研究業績をあげた任期付研究 千円 円
員業績手当 員に支給 － －

・給料月額に相当する額

特定任期付 特に顕著な業績をあげた特定任期付職員 千円 円
職員業績手 に支給 － －
当 ・給料月額に相当する額

へき地手当 へき地学校等に勤務する職員に支給 千円 円
・（給料の月額＋扶養手当月額） 48,609 218,959

×支給割合（４～12％）

へき地手当 へき地学校等に異動した職員のうち異動 千円 円
に準ずる手 に伴って住居を移転した者に異動から３ 1,037 31,435
当 ～６年間支給

・（給料の月額＋扶養手当月額）
×支給割合（２～４％）

定時制通信 定時制課程又は通信教育を行う高等学校 千円 円
教育手当 の教職員に支給 97,448 397,747

・給料の月額×支給割合（６～９％、管
理職４～７％）

産業教育手 農業、水産及び工業に関する課程を置く 千円 円
当 高等学校で実習を伴う科目を担当する教 198,700 442,539

職員に支給
・給料の月額×９％

(定時制通信教育手当受給者５％）

義務教育等 義務教育諸学校、高等学校、中等教育学 千円 円
教員特別手 校の後期課程及び特別支援学校に勤務す 971,274 73,012
当 る教育職員に支給

・職務の級及び号給別に定められた額
（8,100円を限度）

令和元年９月２７日（金） 群 馬 県 報 号 外 （第５号）
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５ 特別職の報酬等の状況（平成３１年４月１日現在）

区 分 給 料 月 額 等

給 知 事 1,310,000 円
料 副 知 事 1,060,000 円

報 議 長 980,000 円
副 議 長 920,000 円

酬 議 員 830,000 円

知 事 （３０年度支給割合）
期 副 知 事 3.35 月分
末
手 議 長 （３０年度支給割合）
当 副 議 長 3.35 月分

議 員

退 （算定方式） （１期の手当額） （支給時期）
職 知 事 給料月額×57/100×在職月数 35,842 千円 任期毎
手 副 知 事 給料月額×43/100×在職月数 21,878 千円 任期毎
当

（注） 退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期（４年＝４８

月）勤めた場合における退職手当の見込額である。

６ 職員数の状況

(1) 部門別職員数の状況と主な増減理由（各年４月１日現在）

区 分 職員数 対前年
主な増減理由

部 門 平成３０年 平成３１年 増減数

議会 35 34 ▲1 育児休業等代替職員減
総務企 641 643 2 防災航空センター新設

一 税務 285 284 ▲1 育児休業等代替職員減
般 民生 431 429 ▲2 育児休業等代替職員減
行 衛生 540 533 ▲7 森林環境部新設に伴う主管課業務移管

普 政 労働 96 97 1 育児休業等代替職員増
通 部 農林水産 957 953 ▲4 業務効率化、育児休業等代替職員減
会 門 商工 198 198 0
計 土木 739 736 ▲3 育児休業等代替職員減
部
門 計 3,922 3,907 ▲15 （参考：人口10万人当たり職員数197.20人）

教育部門 14,971 14,794 ▲177 学級数減に伴う減

警察部門 3,928 3,928 0

小 計 22,821 22,629 ▲192 （参考：人口10万人当たり職員数1142.19人）

公会 病院 1,222 1,240 18 育児休業等代替職員増
営計 水道 76 74 ▲2 東部水道企業団への事業譲渡関係
企部 下水道 33 32 ▲1 育児休業等代替職員減
業門 その他 233 230 ▲3 育児休業等代替職員減
等

令和元年９月２７日（金） 群 馬 県 報 号 外 （第５号）
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小 計 1,564 1,576 12

合 計
24,385 24,205 ▲180 （参考：人口10万人当たり職員数1221.73人）

[ 26,617 ] [ 26,622 ] [ 5 ]

（注）１ 職員数は、一般職に属する職員数である。

２ [ ]内は、条例定数の合計である。

(2) 年齢別職員構成の状況（平成３１年４月１日現在）

構 成 比

20歳 20歳 24歳 28歳 32歳 36歳 40歳 44歳 48歳 52歳 56歳 60歳
区 分

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

計
未満 23歳 27歳 31歳 35歳 39歳 43歳 47歳 51歳 55歳 59歳 以上

職員数
人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人
87 859 1,935 2,356 2,232 2,232 2,269 2,463 2,726 3,130 3,304 612 24,205

(3) 職員数の推移

区 分
２６年 ２７年 ２８年 ２９年 ３０年 ３１年

過去５年間の
部 門 増減数(率)

一般行政 3,950 3,942 3,938 3,937 3,922 3,907 ▲ 43人（▲1.1％）

教 育 15,672 15,552 15,386 15,286 14,971 14,794 ▲878人（▲5.6％）

警 察 3,844 3,818 3,874 3,917 3,928 3,928 84人（2.2％）

普通会計計 23,466 23,312 23,198 23,140 22,821 22,629 ▲837人（▲3.6％）

公営企業等会計計 1,515 1,530 1,553 1,540 1,564 1,576 61人（4.0％）

総合計 24,981 24,842 24,751 24,680 24,385 24,205 ▲776人（▲3.1％）

（注） 各年における定員管理調査において報告した部門別職員数。

７ 公営企業職員の状況
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(1) 企業局事業

①職員給与費の状況

決算

総 費 用 純損益又は 職員給与費
総費用に占め (参考)

区 分 る職員給与費 ２９年度の総費用に占
(A) 実質収支 (B)

比率(B)/(A) める職員給与費比率

３０年度 千円 千円 千円 ％ ％
電気事業 5,948,040 1,983,556 1,421,179 23.9 26.2
工業用水道事業 1,529,396 511,903 176,187 11.5 11.6
水道事業 4,769,723 1,939,949 582,617 12.2 10.9
団地造成事業 2,492,336 360,423 117,417 4.7 3.2
駐車場事業 2,569,411 ▲1,865,032 10,363 0.4 7.0
施設管理事業 687,243 180,594 68,467 10.0 9.1

（注） 資本勘定支弁職員に係る職員給与費235,546千円を含まない。

職 給 与 費
一人当た (参考)都道府

区 分
員

り給与費 県平均一人当
数

給 料 職員手当
期末・

計 (B) (B)/(A) たり給与費
(A) 勤勉手当

３０年度 人 千円 千円 千円 千円 千円 千円
電気事業 153 612,323 140,784 258,117 1,011,224 6,609 6,867
工業用水道事業 24 92,225 17,681 39,468 149,374 6,224 6,399
水道事業 76 298,495 64,879 124,463 487,837 6,419 6,870
団地造成事業 33 129,565 21,153 54,661 205,379 6,224 7,109
駐車場事業 1 4,842 1,408 2,237 8,487 8,487 5,575
施設管理事業 9 34,155 8,478 13,987 56,620 6,291 7,060

（注）１ 職員手当には、退職給与金を含まない。

２ 職員数は、平成３１年３月３１日現在の数値である。

３ 都道府県平均一人当たり給与費は、平成２９年度地方公営企業決算状況調査による。

②職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況（平成３１年４月１日現在）

区 分 平均年齢 基本給 平均月収額

電気事業

群馬県 42.8 歳 355,244 円 551,649 円

都道府県平均 44.6 歳 369,164 円 583,211 円

工業用水道事業

群馬県 41.6 歳 355,633 円 519,426 円

都道府県平均 43.9 歳 349,728 円 533,622 円

水道事業

群馬県 42.5 歳 357,922 円 546,412 円

都道府県平均 43.7 歳 363,652 円 571,975 円
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団地造成事業

群馬県 44.4 歳 364,893 円 535,509 円

都道府県平均 44.3 歳 383,508 円 595,650 円

施設管理事業

群馬県 43.8 歳 373,545 円 556,293 円

都道府県平均 46.6 歳 376,261 円 588,348 円

（注）１ 平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。

２ 都道府県平均は、平成２９年度地方公営企業決算状況調査による。

③職員の手当の状況

ア 期末手当・勤勉手当

群馬県 都道府県平均

一人当たり平均支給額（３０年度） 一人当たり平均支給額（２９年度）
千円 千円

電気事業 1,687 電気事業 1,620
工業用水道事業 1,645 工業用水道事業 1,508
水道事業 1,638 水道事業 1,644
団地造成事業 1,656 団地造成事業 1,709
駐車場事業 2,238 駐車場事業 885
施設管理事業 1,554 施設管理事業 1,494

（３０年度支給割合）
期末手当 勤勉手当

2.6 月分 1.85 月分
（ 1.45 ） （ 0.90 ）

（加算措置の状況）
職制上の段階、職務の級等による加算措置

役職加算 ５～20％
管理監督者加算 15～25％

（注） 括弧書きは、再任用職員に係る支給割合である。

イ 退職手当（平成３１年４月１日現在）

群馬県 都道府県平均

一人当たり平均支給額（３０年度） 一人当たり平均支給額（２９年度）
自己都合 勧奨・定年

千円 千円 千円
電気事業 0 24,208 電気事業 10,821
工業用水道事業 0 0 工業用水道事業 11,249
水道事業 0 22,271 水道事業 17,368
団地造成事業 0 24,050 団地造成事業 10,002
駐車場事業 0 0 駐車場事業 0
施設管理事業 0 0 施設管理事業 11,658

（支給率） 自己都合 勧奨・定年
勤続２０年 19.6695 月分 24.586875 月分
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勤続２５年 28.0395 月分 33.27075 月分
勤続３５年 39.7575 月分 47.709 月分
最高限度額 47.709 月分 47.709 月分
その他の加算措置

定年前早期退職特例措置（２～20％加算）

（注） 退職手当の一人当たり平均支給額（本県）は、平成３０年度に退職した職員に支給された平均額

である。

ウ 地域手当（平成３１年４月１日現在）

支給実績（３０年度決算） 千円
電気事業 16,233
工業用水道事業 2,478
水道事業 7,942
団地造成事業 3,371
駐車場事業 150
施設管理事業 919

支給職員一人当たり平均支給年額（３０年度決算） 円
電気事業 107,506
工業用水道事業 103,243
水道事業 105,890
団地造成事業 105,353
駐車場事業 149,700
施設管理事業 102,145

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 一般行政職の制度（支給率）

東京都特別区 20 ％ 0 人 20 ％
大阪府大阪市 16 ％ 0 人 16 ％

愛知県名古屋市 15 ％ 0 人 15 ％
上記以外の県外市町村 － 2 人 －

県内全市町村 2.5 ％ 290 人 2.5 ％

エ 特殊勤務手当（平成３１年４月１日現在）

支給実績（３０年度決算） 千円
電気事業 4,527
工業用水道事業 412
水道事業 2,483
団地造成事業 0
駐車場事業 0
施設管理事業 0

支給職員一人当たり平均支給年額（３０年度決算） 円
電気事業 52,635
工業用水道事業 25,734
水道事業 42,082
団地造成事業 0
駐車場事業 0
施設管理事業 0

職員全体に占める手当支給職員の割合（３０年度） ％
電気事業 29.1
工業用水道事業 5.4
水道事業 19.9
団地造成事業 0
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駐車場事業 0
施設管理事業 0

手当の種類（手当数） 6

手当の名称 主な支給対象職員及び支給対象業務 左記職員に対する支給単価

・電気事業

発電施設管理業務 発電施設等の巡視及び点検作業等に従事する発電事 （日額） 230円又は460円
手当 務所又は管理総合事務所職員

夜間特殊業務手当 深夜に行われる業務に従事する発電事務所又は管理 （勤務１回）
総合事務所職員 1,100円又は730円

特殊現場業務手当 高所、深所及び災害発生箇所等で作業する発電事務 （日額） 250円～800円
所又は管理総合事務所職員

用地交渉業務手当 用地取得等に関する業務に従事する発電事務所職員 （日額） 430円～900円

・工業用水道事業

水道施設管理業務 工業用水道施設等の巡視及び点検作業等に従事する （日額） 460円
手当 工業用水道事務所職員

夜間特殊業務手当 深夜に行われる業務に従事する工業用水道事務所職 （勤務１回）
員 1,100円又は730円

特殊現場業務手当 高所、深所及び災害発生箇所等で作業する工業用水 （日額） 250円～800円
道事務所職員

・水道事業

水道施設管理業務 水道施設等の巡視及び点検作業等に従事する水道事 （日額） 460円
手当 務所職員

夜間特殊業務手当 深夜に行われる業務に従事する水道事務所職員 （勤務１回）
1,100円又は730円

特殊現場業務手当 高所、深所及び災害発生箇所等で作業する水道事務 （日額） 250円～800円
所職員

有害物取扱業務手 有害物を扱う試験、研究、分析等に従事する水質検 （日額） 230円
当 査センター職員

用地交渉業務手当 用地取得等に関する業務に従事する水道事務所職員 （日額） 430円～900円

・団地造成事業

用地交渉業務手当 用地取得等に関する業務に従事する職員 （日額） 430円～900円

特殊現場業務手当 高所、深所及び災害発生箇所等で作業する職員 （日額） 250円～800円

・駐車場事業

用地交渉業務手当 用地取得等に関する業務に従事する職員 （日額） 430円～900円

特殊現場業務手当 高所、深所及び災害発生箇所等で作業する職員 （日額） 250円～800円

・施設管理事業
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用地交渉業務手当 用地取得等に関する業務に従事する職員 （日額） 430円～900円

特殊現場業務手当 高所、深所及び災害発生箇所等で作業する職員 （日額） 250円～800円

オ 時間外勤務手当

支給実績（３０年度決算） 千円
電気事業 43,580
工業用水道事業 4,016
水道事業 22,509
団地造成事業 3,914
駐車場事業 0
施設管理事業 4,648

職員一人当たり平均支給年額（３０年度決算） 千円
電気事業 349
工業用水道事業 201
水道事業 357
団地造成事業 151
駐車場事業 0
施設管理事業 581

支給実績（２９年度決算） 千円
電気事業 44,057
工業用水道事業 4,427
水道事業 14,984
団地造成事業 6,783
駐車場事業 0
施設管理事業 2,423

職員一人当たり平均支給年額（２９年度決算） 千円
電気事業 355
工業用水道事業 246
水道事業 246
団地造成事業 271
駐車場事業 0
施設管理事業 404

（注）１ 時間外勤務手当には、休日勤務手当を含む。

２ 職員一人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（○年度決算）」と同じ年度

の４月１日現在の総職員数（管理職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とはなら

ない職員を除く。）であり、短時間勤務職員を含む。

カ その他の手当（平成３１年４月１日現在）

一般行政 一般行政職 支給実績
支 給 職 員

手当名 内容及び支給単価 職の制度 の制度と異
一 人 当 た り

との異同 なる内容 (３０年度決算)
平均支給年額

(３０年度決算)

扶養手当 扶養親族のある職員に支給 同じ － 千円 円
１ 配偶者 3,500～6,500円 電気事業
２ 子 10,000円 20,033 247,315
３ その他の扶養親族 3,500～6,500円 工業用水道
４ 特定年齢にある子 一人5,000円加算 事業

3,840 320,000
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水道事業
10,485 233,000

団地造成事
業

2,942 226,308
駐車場事業

438 438,000
施設管理事
業

1,074 358,000

住居手当 自ら居住するための住居を借り受け家賃 同じ － 千円 円
を支払っている職員に支給 電気事業
・家賃の額に応じて支給 7,196 256,986

（上限27,000円） 工業用水道
※家賃12,000円を超える場合に限る。 事業

1,270 254,040
水道事業

4,402 314,393
団地造成事
業

2,663 295,889
駐車場事業

0 0
施設管理事
業

187 187,000

通勤手当 通勤に要する費用を直接負担している職 同じ － 千円 円
員に支給 電気事業
１ 交通機関を利用する場合 21,652 144,344

運賃等相当額を全額支給 工業用水道
２ 交通用具を利用する場合 事業

使用距離に応じて支給 2,984 129,748
（例） 自動車で通勤した場合 水道事業

・10km ･･････ 6,500円 8,988 121,463
・15km ･･･････9,180円 団地造成事
・20km ･･････12,140円 業

3,462 111,675
駐車場事業

115 114,480
施設管理事
業

735 81,716

単身赴任 異動等に伴って住居を移転し、やむを得 同じ － 千円 円
手当 ず配偶者と別居し単身で生活することが 電気事業

常況となった職員に支給 552 552,000
１ 基礎額 30,000円 工業用水道
２ 加算額 8,000円～70,000円 事業

※交通距離に応じて加算 0 0
水道事業

0 0
団地造成事
業

380 380,000
駐車場事業

0 0
施設管理事
業
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0 0

管理職手 管理又は監督の地位にある職員のうち、 同じ － 千円 円
当 企業管理者の指定する職に在職する職員 電気事業

に支給 22,838 815,657
・給料表別・職務の級別・管理職手当の 工業用水道

区分別に定められた定額 事業
42,100円～128,900円 2,884 720,900

水道事業
8,700 725,000

団地造成事
業

4,668 778,000
駐車場事業

708 708,000
施設管理事
業

968 968,400

夜間勤務 正規の勤務時間として深夜（午後１０時 同じ － 千円 円
手当 から翌午前５時まで）に勤務した職員に 電気事業

支給 3,144 116,445
・勤務１時間当たり給与額×25％ 工業用水道

×勤務時間数 事業
0 0

水道事業
0 0

団地造成事
業

0 0
駐車場事業

0 0
施設管理事
業

0 0

宿日直手 宿日直を命じられた職員が勤務した場合 同じ － 千円 円
当 に支給 電気事業

・特殊業務の宿日直勤務 6,100円 665 132,980
工業用水道
事業

0 0
水道事業

0 0
団地造成事
業

0 0
駐車場事業

0 0
施設管理事
業

0 0

管理職員 管理職手当の支給される職員が臨時又は 同じ － 千円 円
特別勤務 緊急その他公務運営の必要により週休日 電気事業
手当 等に勤務した場合に支給 117 7,813

・週休日等 工業用水道
勤務１回につき 2,600円～18,000円 事業

・平日深夜 18 9,000
勤務１回につき 1,300円～6,000円 水道事業
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37 6,083
団地造成事
業

9 4,600
駐車場事業

6 6,000
施設管理事
業

0 0

寒冷地手 寒冷地に在勤する職員に支給 同じ － 千円 円
当 １ 世帯主である職員（支給地域内に居 電気事業

住） 892 26,232
(1) 扶養親族のある職員 工業用水道

１級地 17,800円 事業
２級地 11,860円 0 0
３級地 8,900円 水道事業

(2) その他の世帯主である職員 0 0
１級地 10,200円 団地造成事
２級地 6,800円 業
３級地 5,100円 0 0

２ その他の職員 駐車場事業
１級地 7,360円
２級地 4,900円 0 0
３級地 3,680円 施設管理事

業
0 0

特地勤務 生活に著しく不便な地に所在する公署に 同じ － 千円 円
手当 勤務する職員に支給 電気事業

・（給料月額＋扶養手当月額）×支給割 784 130,642
合（４～８％） 工業用水道

事業
0 0

水道事業
0 0

団地造成事
業

0 0
駐車場事業

0 0
施設管理事
業

0 0

特地勤務 特地公署等に異動した職員等のうち異動 同じ － 千円 円
手当に準 に伴って住居を移転した者に異動から３ 電気事業
ずる手当 ～６年間支給 175 87,600

・（異動時等の給料月額＋扶養手当月 工業用水道
額）×支給割合（２～５％） 事業

0 0
水道事業

0 0
団地造成事
業

0 0

駐車場事業
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0 0

施設管理事

業

0 0

(2) 病院事業

①職員給与費の状況

決算

総 費 用 純損益又は 職員給与費 総費用に占め (参考)２９年度の
区 分 る職員給与費 総費用に占める職

(A) 実質収支 (B) 比率 (B)/(A) 員給与費比率

３０年度 千円 千円 千円 ％ ％
29,162,677 ▲130,769 12,572,389 43.1 43.9

職員数
給 与 費 一人当た (参考)都道府県

区 分 り給与費 平均一人当たり
(A)

給 料 職員手当 期末・勤勉手当 計 (B) (B)/(A) 給与費

３０年度 人 千円 千円 千円 千円 千円 千円
1,212 4,702,905 2,258,636 1,930,445 8,891,986 7,337 7,532

（注）１ 職員手当には、退職給与金を含まない。

２ 職員数は、平成３１年３月３１日現在の人数である。

３ 都道府県平均一人当たりの給与費は、平成２９年度地方公営企業決算状況調査による。

②職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況（平成３１年４月１日現在）

区 分 平均年齢 基本給 平均月収額

群 馬 県 39.8 歳 366,790 円 605,255 円

うち医師 44.0 歳 594,697 円 1,349,845 円

うち看護師 37.9 歳 306,188 円 493,492 円

うち事務職員 43.7 歳 351,192 円 544,365 円

都道府県平均 40.3 歳 345,195 円 621,262 円

うち医師 44.9 歳 571,764 円 1,436,612 円

うち看護師 38.8 歳 307,328 円 498,412 円

うち事務職員 43.4 歳 346,399 円 563,681 円

（注）１ 平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。

２ 都道府県平均は、平成２９年度地方公営企業決算状況調査による。

③職員の手当の状況

ア 期末手当・勤勉手当
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群馬県 都道府県平均

一人当たり平均支給額（３０年度） 一人当たり平均支給額（２９年度）
1,616 千円 1,556 千円

（３０年度支給割合）
期末手当 勤勉手当

2.6 月分 1.85 月分
（ 1.45 ） （ 0.9 ）

（加算措置の状況）
職制上の段階、職務の級等による加算措置

役職加算 5～20％
管理監督者加算 15～25％

（注） 括弧書きは、再任用職員に係る支給割合である。

イ 退職手当（平成３１年４月１日現在）

群馬県 都道府県平均

（支給率） 自己都合 勧奨・定年
勤続２０年 19.6695 月分 24.586875 月分
勤続２５年 28.0395 月分 33.27075 月分
勤続３５年 39.7575 月分 47.709 月分
最高限度額 47.709 月分 47.709 月分
その他の加算措置

定年前早期退職特例措置（2～20％加算）
一人当たり平均支給額 1,194 千円 19,218 千円 一人当たり平均支給額（２９年度） 6,142 千円

（注） 退職手当の一人当たり平均支給額（本県）は、平成３０年度に退職した職員に支給された平均額

である。

ウ 地域手当（平成３１年４月１日現在）

支給実績（３０年度決算） 243,165 千円

支給職員一人当たり平均支給年額（３０年度決算） 201,796 円

支給対象地域・者 支給率 支給対象職員数 一般行政職の制度（支給率）

医師・歯科医師 16 ％ 145 人 16 ％

上記以外の者 2.5 ％ 1,095 人 2.5 ％
(県内全域）

エ 特殊勤務手当（平成３１年４月１日現在）

支給総額（３０年度決算） 384,250 千円

支給職員一人当たり平均支給年額（３０年度決算） 427,896 円

職員全体に占める手当支給職員の割合（３０年度） 72.7 ％

手当の種類（手当数） 4

手当の名称 主な支給対象職員及び支給対象業務 左記職員に対する支給単価
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医師緊急業務等手当 病院に勤務する 休日等に行う緊急手術等 （１件） 1,000円～30,000円
医師、歯科医師

夜間看護等手当 看護師、助産師 深夜に行われる看護業務 （勤務１回）2,400円～7,000円

医師、看護師等 救急患者に対処するための （１回） 1,580円
自宅等での待機

医師、看護師等 救急患者に対処するため呼 （１回） 1,240円
び出され勤務したとき

看護師等 医療観察法の規定による外 （１回） 8,600円
泊随行業務

夜間特殊業務手当 診療放射線技師、 深夜に行われる検査等 （勤務１回） 730円
臨床検査技師

死体解剖補助作業手当 臨床検査技師 死体解剖補助 （１体） 2,700円

オ 時間外勤務手当

支給実績（３０年度決算） 582,751 千円

職員一人当たり平均支給年額（３０年度決算） 502 千円

支給実績（２９年度決算） 580,216 千円

職員一人当たり平均支給年額（２９年度決算） 509 千円

（注）１ 時間外勤務手当には、休日勤務手当を含む。

２ 職員一人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（○年度決算）」と同じ年度

の４月１日現在の総職員数（管理職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とはなら

ない職員を除く。）であり、短時間勤務職員を含む。

カ その他の手当（平成３１年４月１日現在）

一般行政 一般行政職 支給実績
支 給 職 員

手当名 内容及び支給単価 職の制度 の制度と異
一 人 当 た り

との異同 なる内容 (３０年度決算)
平均支給年額

(３０年度決算)

扶養手当 扶養親族のある職員に支給 同じ － 千円 円
１ 配偶者 3,500～6,500円 113,331 250,178
２ 子 10,000円
３ その他の扶養親族 3,500～6,500円
４ 特定年齢にある子 一人5,000円加算

住居手当 自ら居住するための住居を借り受け家賃 同じ － 千円 円
を支払っている職員に支給 92,841 274,677
・家賃の額に応じて支給

（上限27,000円）
※家賃12,000円を超える場合に限る。

通勤手当 通勤に要する費用を直接負担している職 同じ － 千円 円
員に支給 91,954 82,398
１ 交通機関を利用する場合
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運賃等相当額を全額支給
２ 交通用具を利用する場合

使用距離に応じて支給
（例) 自動車で通勤した場合

・10km ･･････ 6,500円
・15km ･･･････9,180円
・20km ･･････12,140円

単身赴任 異動等に伴って住居を移転し、やむを得 同じ － 千円 円
手当 ず配偶者と別居し単身で生活することが 456 456

常況となった職員に支給
１ 基礎額 30,000円
２ 加算額 8,000円～70,000円

※交通距離に応じて加算

管理職手 管理又は監督の地位にある職員のうち、 同じ － 千円 円
当 知事の指定する職に在職する職員に支給 61,636 832,919

・給料表別・職務の級別・管理職手当の
区分別に定められた定額
・事務 50,600円～128,900円
・医師 62,700円～138,700円
・看護師 54,000円～ 71,900円

初任給調 採用による欠員の補充が困難と認められ 異なる ・16年目以 千円 円
整手当 る職員に支給 降の手当額 538,513 3,713,885

１ 医療職給料表（一）の適用を受ける ・支給期間
医師及び歯科医師 ・役職別加

・大学卒業日及び採用日に応じ 算
49,100円～373,600円

夜間勤務 正規の勤務時間として深夜（午後１０時 同じ － 千円 円
手当 から翌午前５時まで）に勤務した職員に 98,776 149,208

支給
・勤務１時間当たり給与額×25％

×勤務時間数

宿日直手 宿日直を命じられた職員が勤務した場合 同じ － 千円 円
当 に支給 83,726 611,138

１ 一般の宿日直 5,500円
２ 特殊業務の宿日直

医師・歯科医師の当直勤務
21,000円

看護師・臨床検査技師、診療放射線技師
6,100円

管理職員 管理職手当の支給される職員が臨時又は 同じ － 千円 円
特別勤務 緊急その他公務運営の必要により週休日 4,529 94,363
手当 等に勤務した場合に支給

・週休日等
勤務１回につき 2,600円～18,000円

・平日深夜
勤務１回につき 1,300円～6,000円

第４ 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

１ 勤務時間（平成３１年４月１日現在）

(1) 勤務時間 ８：３０～１２：００ １３：００～１７：１５

(2) 休憩時間 １２：００～１３：００
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なお、職務の特殊性又は職場の特殊の必要により、特別の形態で勤務する職員もいる。

２ 休暇制度（平成３１年４月１日現在）

区 分 概 要

年次有給休暇 一の年度において２０日

病気休暇 負傷又は疾病のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認めら
れる場合に、必要と認められる期間

特別休暇 下記のとおり、特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合に、必要
と認められる最小限度の期間

ア 選挙権その他公民としての権利を行使する場合
イ 証人等として官公署へ出頭する場合
ウ 骨髄移植のための骨髄液の提供等を行う場合
エ 自発的に報酬を得ないで社会貢献活動を行う場合
オ 結婚する場合
カ ８週間以内に出産予定の女子職員が申し出た場合
キ 女子職員が出産した場合
ク 女子職員が生後１年４月に達しない生児の授乳等を行う場合
ケ 女子職員が生理のため勤務することが困難な場合
コ 女子職員が妊娠障害のため勤務することが困難な場合
サ 妊娠中・出産後１年以内の女子職員が健康診査等を受ける場合
シ 妊娠中の女子職員が通勤により母体の健康維持に支障がある場合
ス 男子職員が生後１年４月に達しない生児の保育を行う場合
セ 職員の妻が出産する場合
ソ 職員の妻が出産する場合であって、当該出産に係る子又は小学校就学の始期

に達するまでの子を養育するとき
タ 満１５歳に達する日以降の最初の３月３１日までの間にある子又は父母の看

護を行う場合
チ 負傷・疾病又は老齢により２週間以上にわたり日常生活を営むのに支障があ

る者の介護その他の世話をする場合
ツ 親族が死亡した場合
テ 父母の追悼のための特別な行事を行う場合
ト 夏季における心身の健康維持・増進等を図る場合
ナ 心身のリフレッシュを図る場合
ニ 災害により現住居が滅失・損壊した場合
ヌ 災害・交通機関の事故等により出勤が困難な場合
ネ 災害時の退勤途上における危険を回避する場合

介護休暇 介護を必要とする一の継続する状態ごとに、１８０日以内の日数

子育て部分休暇 小学校１年生から３年生までの子を養育するため、勤務しないことが相当であると
認められる場合に、１日を通じて２時間を超えない範囲内

介護時間 配偶者等の介護のため、勤務しないことが相当であると認められる場合に、連続す
る３年の期間内において、１日を通じて２時間を超えない範囲内

第５ 職員の休業に関する状況

１ 育児休業等の状況

(1) 概要

①育児休業

地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０号。以下「地公育休法」という。）第２条

の規定に基づき、３歳に満たない子を養育する職員は、その子が満３歳に達する日まで休業をすることがで

きる制度。
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②部分休業

地公育休法第１９条の規定に基づき、子が小学校就学の始期に達する日まで、正規の勤務時間の始め又は

終わりにおいて、１日を通じて２時間を超えない範囲内で、養育を理由に勤務しないことができる制度。

③育児短時間勤務

地公育休法第１０条の規定に基づき、子が小学校就学の始期に達する日まで、１週間当たりの通常の勤務

時間よりも短い勤務時間で勤務することができる制度。

(2) 平成３０年度取得者数

育児休業 部分休業 育児短時間勤務
区 分

男性職員 女性職員 男性職員 女性職員 男性職員 女性職員

9 31 6 22 0 6
知事部局等

0 54 2 52 0 2

1 2 0 3 0 0
企 業 局

0 3 0 0 0 0

0 42 1 34 0 1
病 院 局

0 63 0 35 0 1

5 277 2 60 0 20
教育委員会

0 494 2 37 0 5

2 34 0 23 0 0
警 察

0 77 1 38 0 0

17 386 9 142 0 27
合 計

2 691 5 160 0 8

（注） 上段は平成３０年度に新たに取得した者、下段は平成２９年度以前から引き続き取得している者の

人数。

２ その他の休業等の状況

(1) 概要

①自己啓発等休業

地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２６条の５の規定により、大学等課程の履修又は国際貢献

活動への参加をする場合、３年（大学等課程の履修の場合は原則２年で必要な場合は、３年）を超えない範

囲内において休業することを可能とする制度。

②配偶者同行休業

地方公務員法第２６条の６第１項の規定により、外国での勤務等を行う配偶者と生活を共にする場合、３

年を超えない範囲内において休業することを可能とする制度。

③修学部分休業

地方公務員法第２６条の２の規定により、大学その他の教育施設における修学のため、２年を超えない範
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囲内において、１週間の勤務時間の一部について勤務しないことを可能とする制度。

④高齢者部分休業

地方公務員法第２６条の３の規定により、条例で定める年齢に達した日以後の日から定年退職日までの期

間中、１週間の勤務時間の一部について勤務しないことを可能とする制度。

⑤大学院修学休業

教育公務員特例法（昭和２４年法律第１号）第２６条の規定により、公立学校の教諭が大学の大学院の課

程等に在学してその課程を履修する場合、３年を超えない範囲内において休業することを可能とする制度。

(2) 平成３０年度取得者数

自己啓発休業 配偶者同行休業 修学部分休業 高齢者部分休業 大学院修学休業
区 分

新規 継続 新規 継続 新規 継続 新規 継続 新規 継続

知事部局等 1 0 1 0 0 0 0 0 - -

企 業 局 0 0 0 0 0 0 0 0 - -

病 院 局 0 0 0 0 0 0 0 0 - -

教育委員会 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

警 察 0 0 0 1 0 0 0 0 - -

合 計 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0

（注） 継続は、平成２９年度以前から引き続き取得している者の人数。

第６ 職員の分限及び懲戒処分の状況

１ 分限処分者数（平成３０年度）

区 分 免職 休職 降任 降給 合計

知事部局等 0 111 0 0 111

企 業 局 0 0 0 0 0

病 院 局 0 28 0 0 28

教育委員会 0 176 0 0 176

警 察 0 46 0 0 46

合 計 0 361 0 0 361

（注） 分限処分とは、公務の能率の維持及びその適正な運営の確保から、病気で勤務に耐えられない場合等

の一定の事由がある場合、地方公務員法第２８条の規定により、休職等の処分をするものである。

２ 懲戒処分者数（平成３０年度）

区 分 免職 停職 減給 戒告 合計

知事部局等 0 0 0 0 0

企 業 局 0 0 0 0 0
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病 院 局 0 0 0 0 0

教育委員会 4 1 2 2 9

警 察 1 1 3 0 5

合 計 5 2 5 2 14

（注） 懲戒処分とは、職員の職務上の義務違反や全体の奉仕者としてふさわしくない非行があった場合、地

方公務員法第２９条の規定により、戒告、減給、停職又は免職の処分をするものである。

第７ 職員の服務の状況

１ 職務専念義務

職員は、職務上の遂行に当たっては全力をあげてこれに専念しなければならないものであり、また、その勤

務時間及び職務上の注意力の全てをその職務遂行のために用い、群馬県が責任を有する職務にのみ従事しなけ

ればならない。

ただし、任命権者の行う研修に参加する場合や任命権者の行う健康診断等に参加する場合などについては、

これを一部免除している。

２ 営利企業等の従事制限

(1) 制度の概要

職員は、営利を目的とする私企業の役員となり、自ら営利を目的とする私企業を経営し、又は報酬を得て

いかなる事業若しくは事務に従事してはならないとされている。

ただし、大学等の教育機関において講師を行う場合などについては、例外的な営利事業等の従事として認

めている。

(2) 営利企業等への従事許可件数（平成３０年度）

区 分 許可件数

知事部局等 207

企 業 局 6

病 院 局 561

教育委員会 477

警 察 12

合 計 1,263

第８ 職員の退職管理の状況

所属長以上で退職し、離職後２年以内に再就職した者は、再就職に係る情報を離職時の任命権者に届け出

なければならないとされている（群馬県職員の退職管理に関する条例（平成２８年群馬県条例第２０号）第

３条）。

平成３１年４月１日から令和元年７月１日までの間になされた届出の状況は、次のとおりである。

再就職先の種別ごとの届出件数

区 分
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他の地方公 地方独立
群馬県 地方三公社 非営利法人 営利法人 合 計

共 団 体 等 行政法人

知事部局等 11 3 14

企 業 局 1 2 3

病 院 局

教育委員会 3 8 1 12

警 察 4 11 15

合 計 3 24 17 44

第９ 職員の研修の状況（令和元年度）

平成３０年度実績
区 分 令和元年度職員研修の概要

実施日数 受講者数

知事部局等 様々な行政課題に迅速かつ的確に対応できる「行政のプ
企 業 局 ロ」となる人材の育成や職員一人ひとりの能力を十分に引き
病 院 局 出し組織力の強化を目指した研修を実施する。また、ＯＪＴ
教育委員会 による組織的な人材育成の取組を支援するとともに、職員の

（教職員を除 学ぶ意欲や向上心を喚起するニーズに応じた研修機会を提供
く。） する。

①階層別研修 68.5日 895人
スリムな組織のもとで、職員一人ひとりが能力を十分発 (9研修)

揮し、高度化、多様化する行政ニーズに組織として応えて
いくため、職位・職責に応じて必要な知識・能力を習得す
る研修を、９階層に区分して実施する。また、人事評価制
度及び人材育成の考え方の浸透を図り、より効果的な人材
育成を目指す。
②人材育成・ＯＪＴ支援研修 16.0日 846人

人事評価制度について職員の理解を深めるための研修 (7研修)
や、各所属におけるＯＪＴの取組の浸透・充実を図るため
の研修を実施する。また、女性職員の活躍推進に資する研
修の充実を図るなど、きめ細やかな支援を行う。
③業務改善・組織運営研修 6.0日 183人

組織として、仕事を効果的、効率的に行うための業務改 (6研修)
善及び組織運営に関する研修を実施する。
④政策形成研修 6.0日 133人

限られた財源の中で、多様化・高度化する行政課題に対 (5研修)
し、政策を形成し解決していく能力を養う研修を実施す
る。
⑤コミュニケーション研修 6.0日 158人

住民と意思疎通を図りながらニーズや課題を把握する能 (6研修)
力、住民とともに政策を作り、実践していく上で必要とな
るコミュニケーション能力の向上を図る研修を実施する。
また、緊急時等における聴覚障害者とのコミュニケーショ
ンを図るため手話研修を実施し、県民サービスの向上を図
る。
⑥能力向上研修 5.0日 130人

文書力、簿記等の基礎力を養成する研修を実施する。 (3研修)
⑦自己啓発支援 -日 102人

民間事業者が提供するｅ－ラーニングシステムや通信研 (3研修)
修等を活用し、自己啓発による能力開発を支援する。
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※行政の円滑な運営と、地域の課題を解決していくために 合計 合計
は、県と市町村の職員が連携し互いに能力の向上を図って 107.5日 2,447人
いく必要があるため、上記②から⑦までに掲げる研修の一 (39研修)
部については市町村職員との合同研修を実施する。

教育委員会 群馬県教員育成指標を踏まえ、ライフステージや職種・職
（教職員のみ） 務に応じた教職員の資質向上を図るため、採用から退職まで

の各段階に応じた体系的・系統的な研修を実施する。
①初任者・経験者研修：新規採用、２・３・４・５・６・ 144日 1,356人
10・11年目など、校種や経験年数に応じた研修を実施す
る。
②職種・職務に応じた研修：新任管理職、新任主事・主任 43日 1,169人
を対象とした研修、職種・職務に係る研修を実施する。
③教科等の専門研修：教科等の専門的な知識や技能の向上 108日 2,773人
を図るための研修を実施する。
④教育研修員研修：県の教育課題等の解決に向けた研究や 長期研修
指導力の向上を図る研修を行う長期研修（１年間、18 １年間 23人
名）、民間企業等において、社会的識見を高め、教科の専 社会体験
門性を深める研修を行う長期社会体験研修（１年間、７ １年間 4人
名）、児童生徒の実態に応じた授業実践及び積極的な授業 特別研修
公開を通して、児童生徒の学力向上を図る特別研修（年間 年間25日 57人
25日、39名）を実施する。

警 察 職員が、民主警察の本質と警察の責務を自覚し、職務に係
る倫理を保持し、適正に職務を遂行する能力を修得するた
め、警察学校、職場等において、次のような教養を実施す
る。

①採用時教養：新規採用職員に対し、職務に必要な基礎的 7回 256人
な知識・技能を修得する教養を行う。
②昇任時教養：昇任（予定）者に対し、その職務に必要な 7回 200人
知識・技能を修得する教養を行う。
③専門的教養：専門的な知識・技能を修得する教養を行 48回 564人
う。

第１０ 職員の福祉及び利益の保護の状況

１ 福利厚生制度の状況

地方公共団体は、職員の保健、元気回復その他厚生に関する事項について計画を樹立し、これを実施しなけ

ればならないとされている（地方公務員法第４２条）。

平成３０年度の主な実施状況は、次のとおりである。

区 実 施 状 況
主 な 項 目

分 知事部局 件数 教育委員会 件数 警察 件数

定期健康診断 2,571人 2,397人 2,878人

特殊業務健診 775人 88人 2,230人

採用時健康診断 133人 136人 －

健 がん検診 1,972人 1,358人 4,094人

婦人科検診 279人 441人 623人
康

骨密度検診 179人 474人 －

管 ＶＤＴ健康診断 625人 237人 75人
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Ｃ型肝炎ウイルス検診 － － 81人
理

Ｂ型肝炎予防対策 149人 69人 800人

健康相談 12,109人 1,404人 2,694人
（安全衛生管理体制運営）

人間ドック 2,951人 11,862人 1,168人

元
球技大会 2,136人 － －

気
回

文化・体育事業助成 14団体 4団体 １団体

復
スポーツクラブ利用促進 3,853人 － －

保健給付 133,428件 369,106件 106,690件

給 休業給付 890件 3,749件 512件

付 災害給付 0件 1件 1件

附加給付 814件 1,137件 629件

職員住宅・独身寮 － 10棟49戸 138棟1,401戸
そ
の 財形貯蓄 5,886件 13,150件 833件
他

生涯設計推進 403件 542件 635件

県福利厚生事業決算額 114,687千円 118,757千円 56,229千円

うち職員互助会への補助 0千円 0千円 0千円
額

２ 公務災害・通勤災害認定件数（平成３０年度）

認 定 件 数
区 分

公務災害 通勤災害 合 計

知事部局等 30 5 35

企 業 局 0 0 0

病 院 局 8 1 9

教育委員会 140 6 146

警 察 102 3 105

合 計 280 15 295

第１１ 職員の競争試験及び選考の状況（平成３０年度）

１ Ⅰ類試験

第１次 最 終 競争
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試験区分 申込者数 受験者数 合格者 合格者 倍率 備 考
(A) 数 数(B) (A)/(B)

人 人 人 人 倍 ○公 告 日 ４月２７日
行政事務 458 366 160 70 5.2 ○第１次試験 ６月２４日（前女）

○第２次試験 ７月１８日～２７日
森林 32 22 17 5 4.4 （県庁）

○第３次試験 ８月１７日～２２日
農業 38 31 19 6 5.2 （県庁）

○合格発表日 ８月３１日
化学 24 20 12 3 6.7

設備 16 13 12 2 6.5

建築 8 6 5 2 3.0

総合土木 39 33 29 17 1.9

計 615 491 254 105 4.7

２ Ⅱ類試験

第１次 最 終 競争
試験区分 申込者数 受験者数 合格者 合格者 倍率 備 考

(A) 数 数(B) (A)/(B)

人 人 人 人 倍 ○公 告 日 ４月２７日
警察事務 213 171 36 18 9.5 ○第１次試験 ６月２４日（前高）

○第２次試験 ７月１８日～８月６日
学校事務 415 354 38 19 18.6 （県庁)

○合格発表日 ８月１７日
計 628 525 74 37 14.2

３ Ⅲ類試験

第１次 最 終 競争
試験区分 申込者数 受験者数 合格者 合格者 倍率 備 考

(A) 数 数(B) (A)/(B)

人 人 人 人 倍 ○公 告 日 ６月２９日
行政事務 66 62 12 5 12.4 ○第１次試験 ９月２３日(県庁・前

女）
警察事務 70 64 15 6 10.7 ○第２次試験 １０月１９日～１１月２日

（県庁）
学校事務 116 107 23 12 8.9 ○合格発表日 １１月１６日

森林 12 10 8 2 5.0

農業 7 6 3 3 2.0

畜産 4 4 3 1 4.0

設備 7 7 5 2 3.5

総合土木 17 16 8 2 8.0

計 299 276 77 33 8.4
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４ 社会人経験者

第１次 最 終 競争
試験区分 申込者数 受験者数 合格者 合格者 倍率 備 考

(A) 数 数(B) (A)/(B)

人 人 人 人 倍 ○公 告 日 ６月２９日
行政事務 280 233 56 14 16.6 ○第１次試験 ９月２３日(県庁・前女)

○第２次試験 １０月２０日～２１日
森林 7 7 5 2 3.5 （県庁）

○第３次試験 １１月１７日～１８日
農業 20 18 16 2 9.0 （県庁）

○合格発表日 １１月３０日
総合土木 12 11 11 2 5.5

計 319 269 88 20 13.5

５ 警察官試験

第１次 最 終 競争
試験区分 申込者数 受験者数 合格者 合格者 倍率 備 考

(A) 数 数(B) (A)/(B)

人 人 人 人 倍 ○公 告 日 ２月２３日
警察官 男性 418 291 202 64 4.5 ○第１次試験 ５月１３日
Ａ （総合交通センター・

女性 129 93 71 20 4.7 警 察 学 校 ・ 前商）
○第２次試験 ６月６日～

武道指導 2 2 2 2 1.0 1３日（総合スポーツセン
（柔道） ター・県庁）

○第３次試験 ７月２日～
武道指導 0 － － － － １３日（県庁）
（剣道） ○合格発表日 ８月１７日

警察官 男性 271 176 126 24 7.3
Ｂ特別

女性 59 35 28 4 8.8

警察官 男性 227 104 81 9 11.6 ○公 告 日 ６月２９日
Ａ 第２回 ○第１次試験 ９月１６日

（総合交通センター・
女性 70 27 21 2 13.5 警 察 学 校 ・ 前商）
第２回 ○第２次試験 １０月１０日

～１７日（総合スポーツ
武道指導 2 0 － － － センター・県庁）
(柔道)第２回 ○第３次試験 １１月６日

～１５日（県庁）
武道指導 1 1 1 1 1.0 ○合格発表日 １２月１４日
(剣道)第２回

警察官 男性 399 216 157 30 7.2
Ｂ

女性 133 78 38 5 15.6

計 1,711 1,023 727 161 6.4
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６ 採用選考考査

最 終 追 加 競争
試験区分 申込者数 受験者数 合格者 合 格 倍率 備 考

(A) 数(B) 者 数 (A)/(B)

人 人 人 人 倍 ○第１次考査 ６月２４日（前高
薬剤師 22 19 6 － 3.2 ・前女）

○第２次考査 ７ 月 １ ８ 日 ～
病院薬剤師 5 5 1 － 5.0 ８月６日（県庁)

○合格発表日 ８月１７日
獣医師 9 5 3 － 1.7 （ た だ し 獣 医 師 の み 、

第 ２ 次 試 験 ７ 月 １ ８ 日 、
福 祉 27 23 3 － 7.7 合 格 発 表 日 ８ 月 ６ 日 ）

心 理 12 10 2 － 5.0

心 理 3 2 1 － 2.0
カ ウ ン セ ラ ー

犯 罪 鑑 識 員 13 13 1 － 13.0
（化学鑑定員)

獣医師(第2回) 5 5 4 － 1.3 ○第１次考査 １１月４日
（県庁）

○合格発表日 １１月１６日

臨床検査技師 9 9 2 － 4.5 ○第１次考査 ９月２３日（県庁
・前女）

保健師 26 25 7 － 3.6 ○第２次考査 １０月１９日～
１１月２日（県庁）

保育士・ 6 6 1 － 6.0 ○合格発表日 １１月１６日
児童指導員

建築士(警察) 3 3 1 － 3.0

身体障害者 7 6 2 － ○第１次考査 ９月２３日
（行政事務） （県庁）

3.0 ○第２次考査 １０月２８日
身体障害者 6 5 0 － （県庁）
（学校事務） ○合格発表日 １１月９日

身体障害者 3 3 2 － 1.5
（警察事務）

身体障害者 8 8 2 － 4.0 ○第１次考査 １ ２ 月 ９ 日 ～
（行政事務） １０日（県庁）
（第2回） ○合格発表日 １２月２１日

計 164 147 38 － 3.9

（注） 身体障害者(行政事務)と身体障害者(学校事務)は併願可能なため、申込者数、受験者数及び競争倍率

は併願者分重複する。

第１２ 給与、勤務時間その他の勤務条件に関する報告及び勧告の状況

地方公務員法の規定に基づき、県議会及び県知事に対し、平成３０年１０月１７日に職員の給与等に関する報

告及び勧告を行った。その概要は、次のとおりである。
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○ 月例給、ボーナスともに引上げ

① 民間給与との較差（0.16％）、人事院勧告等を踏まえ、給料表の水準を引上げ

② 民間の支給割合に見合うよう、ボーナスを引上げ（0.05月分）、勤勉手当に配分

１ 職員の給与に関する報告及び勧告

(1) 民間給与との比較

企業規模５０人以上かつ事業所規模５０人以上の県内186事業所を実地調査（完了率95.7％）

① 月例給

職員と民間の平成３０年４月分給与を調査し、主な給与決定要素である役職段階、学歴及び年齢階層

を同じくする者同士を比較

民間給与（Ａ） 職員給与（Ｂ） 較差（Ａ）－（Ｂ）

375,909円 375,297円 612円（0.16％）

（注）１ 民間給与（Ａ）は、個々の職員に民間水準の給与額を支給するとした場合の額

２ 職員給与（Ｂ）は、一般行政職員（平均年齢44.0歳、平均経験年数22.2年）の平均給与月

額

３ 「一般行政職員」とは、行政職給料表又は事務職給料表の適用を受ける職員（平成３０年

度の新規学卒の採用者を除く。）

② ボーナス

平成２９年８月から平成３０年７月までの直近１年間の民間の支給割合と職員の年間の支給月数を比

較

民間の年間支給割合（Ａ） 職員の年間支給月数（Ｂ） 差（Ａ）－（Ｂ）

4.45月 4.40月 0.05月

(2) 平成３０年の給与改定

① 月例給

民間給与との較差（0.16％）、人事院勧告等を踏まえ、引上げ改定

ア 給料表

(ｱ) 行政職給料表

人事院勧告に準じて改定（平均改定率0.2％）

(ｲ) その他の給料表

行政職給料表との均衡を基本としつつ、本県の実情を踏まえて改定

イ 初任給調整手当

医師の適切な給与水準を確保するため、人事院勧告に準じて支給上限額を改定

② ボーナス

民間の支給割合に見合うよう引上げ（4.40月→4.45月）

民間の支給状況、人事院勧告等を踏まえ、引上げ分を勤勉手当に配分

（一般の職員の場合の支給月数）
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６月期 １２月期 年間

３０年度 期末手当 1.225月（支給済み） 1.375月（改定なし） 2.60月
勤勉手当 0.90 月（支給済み） 0.95 月（現行0.90月） 1.85月

３１年度 期末手当 1.30 月 1.30 月 2.60月
以降 勤勉手当 0.925月 0.925月 1.85月

③ 実施時期

①の月例給の改定は平成３０年４月１日、②のボーナスの改定は同年１２月１日

(3) その他

① 人事評価の給与への活用促進

能力及び実績に基づく人事管理は、職員の士気を高め、その能力を最大限に発揮させるとともに、

組織活力を保つためにも重要

今後予定されている定年の引上げに関連する取組の一つともされていることから、引き続き、国や他

の都道府県の状況も踏まえながら、全ての職員への実施に向けた取組を進めていく必要

② 昇給制度

本県の50歳台後半層における昇給制度については、標準の勤務成績で昇給停止としている国家公務員

の制度とは異なり、標準の勤務成績でも１号昇給としている状況

本県の昇給制度は、基本的に国家公務員の制度に準じてきたところであり、国や他の都道府県の状況

等を踏まえ、見直す必要

③ 宿日直手当

宿日直手当については、人事院勧告の内容等を踏まえ、本県職員の勤務等の状況を考慮して、所要の

検討を行う必要

④ 定年の引上げに係る給与制度の在り方

定年の引上げに係る給与制度の在り方については、人事院の「定年を段階的に65歳に引き上げるため

の国家公務員法等の改正についての意見の申出」を踏まえ、国及び他の都道府県の動向や本県の実態を

十分考慮しながら、検討していく必要

２ 職員の勤務条件等に関する報告

(1) 意欲と能力のある人材の確保

県職員採用試験等の受験者数が減少傾向にある中、意欲と能力のある人材の確保は重要な課題

これまで本委員会は、ホームページやＳＮＳの活用及び業務内容説明会等の開催による受験者確保に

向けた取組を行うとともに、群馬県職員の女性活躍推進プランに基づき、女性職員のキャリア形成や働き

やすい職場環境等について広報するなど、女性受験者確保に向けた取組を実施

今後も、こうした取組を継続するとともに、多くの学生等に本県職員の魅力ややりがいを幅広く発信で

きるよう、任命権者と連携し、受験者確保に向けた取組を一層進めていく必要

(2) 能力及び実績に基づく人事管理の推進

適切な人事管理は、職員の士気を高め、その能力を最大限に発揮させるとともに、人材育成に資する

ものであり、組織活力を保つためにも重要

能力及び実績に基づく人事管理を一層推進していくためには、公正で信頼性の高い人事評価制度の運用

や管理職員のマネジメント能力の向上が求められるところ

任命権者は、評価者等に対し、引き続き効果的な研修の実施に努めるとともに、より適切な人事評価が
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行われるよう、今後も適宜見直しを行う必要

(3) 高齢層職員の能力及び経験の活用

定年の引上げは、雇用と年金の接続が確実に図られる一方で、能力及び実績に基づく人事管理の徹底や

組織活力を維持するための方策等、検討すべき課題もあることから、任命権者においては、国の動向を踏

まえながら、定年の引上げに係る諸課題について、具体的な検討を進める必要

現在運用されている再任用制度についても、高齢層職員の能力及び経験を一層有効に活用できるよう

環境整備に努める必要

(4) 勤務環境の整備

① 時間外勤務の縮減等

時間外勤務の縮減は、職員の心身の健康保持や公務能率の向上の観点から極めて重要な課題であると

ともに、仕事と家庭の両立支援の推進や人材確保にも資するもの

任命権者においては、長年にわたり様々な取組を実施しており、特に教育委員会では、教職員の多忙

化解消に向けた協議会を引き続き開催し、具体的な取組を検討

今後も、任命権者は、事務・事業の見直しや更なる仕事の進め方の見直しを図った上で、業務量に

応じた適正な人員配置を行うなど、より実効性のある取組を実施していく必要

年次有給休暇の計画的、連続的取得の促進についても、引き続き積極的に取り組む必要

本年成立した「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」に盛り込まれた措置への

対応については、国家公務員や他の都道府県の動向を踏まえ、検討する必要

② 心の健康づくりの推進

職員が心の健康を保持することは、職員本人やその家族にはもちろんのこと、公務能率の向上、県民

サービスの質の向上の観点からも重要な課題

これまで任命権者においては、メンタル不調の発生予防、早期発見・早期対応、円滑な職場復帰と

再発防止を総合的・体系的に推進しているところであり、今後も、ストレスチェック制度の有効活用に

より、働きやすい職場づくりに取り組んでいく必要

③ 仕事と家庭の両立支援の推進

男女を問わず育児や介護に取り組みやすい職場環境づくりの推進は、優秀な人材の確保やキャリア

形成を支援していくことによる公務能率の向上等の観点から極めて重要な課題

任命権者においては、引き続き、制度の普及・啓発や職員の状況の適切な把握など、支援体制の整備

を行っていく必要

フレックスタイム制については、両立支援の有効な取組の一つであることから、任命権者において

適切な公務運営を確保した上で、更に制度の拡充を検討する必要

④ ハラスメント防止対策

職場におけるハラスメントは、職員の尊厳を傷つけ、その能力の発揮を妨げるとともに、職場の活力

と機能の低下をもたらすもの

防止対策について、国の取扱いを参考にしながら必要な措置を講じていく必要

(5) 会計年度任用職員制度の整備

会計年度任用職員制度の適切かつ円滑な実施を確保するため、国においては、事務処理マニュアルを

作成するなどの支援がなされているところ

任命権者においても、円滑に制度導入できるよう所要の準備を計画的に進める必要

（参考）職員の平均給与月額等（一般行政職員（平均年齢44.0歳））
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給料 地域手当 その他手当 平均給与月額 平均年間給与

勧告前 341,769円 9,338円 24,190円 375,297円 624.1万円

勧告後 342,322円 9,352円 24,190円 375,864円 627.1万円

改定額 553円 14円 0円 567円 3.0万円
（率） (0.15%) (0.5%)

（注）１ 平均年齢は、平成３０年４月１日現在における満年齢による

２ 給料には、給料の調整額等を含む。

３ 地域手当における改定額は、はね返り分（給料等の改定に伴い手当額が増減する分）

第１３ 勤務条件に関する措置の要求の状況

１ 新規申立状況

本年度新規に受理した事案はない。

２ 処理状況

区 分 事案数（件） 請求人数（人）

２ ９ 年 度 末 数 0 0

申 立 数 0 0
措置要求

処 理 数 0 0

３０年度末係属数 0 0

第１４ 不利益処分に関する審査請求の状況

１ 新規申立状況

本年度新規に受理した事案は、１件である。

２ 処理状況

事 案 数 （件） 請 求 人 数 （人）
区 分

行政職員 教職員 その他 計 行政職員 教職員 その他 計

２ ９ 年 度 末 数 0 0 0 0 0 0 0 0

申 立 数 0 1 0 0 0 1 0 0

処 理 数 0 1 0 0 0 1 0 0

３０年度末係属数 0 0 0 0 0 0 0 0
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